
  

美里  太郎 

みさと       たろう 

 

あてはまるものに〇をつけてください。 

会社員や公務員の場合→厚生年金保険         

任意継続者の場合→国民年金           

社会保険の扶養の場合→国民年金         

年金受給者、生活保護、その他年金未加入者の場合  

→その他 

※共済加入者は該当する共済に〇をつけてください。 

請求者と同じ場合は「同上」     

または「請求者に同じ」と記入

して下さい。 

～認定請求に必要なもの～ 

・出生及び３歳未満の児童を認定請求する場合、請求者本人の「健康保険証の写し」※児童のものは不要です。 

・上欄に記入していただいた「支払希望金融機関」の通帳の写し。 

 

児童手当は原則として、請求していただいた月の「翌月分」の手当から支給となります。            

ただし、出生日や転入した日（異動日）が月末に近い場合には、請求が翌月となっても異動日の翌日から１５日以内

であれば、請求した月分から支給されます。請求が遅れると遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、認定請

求や添付書類の提出はお早めにお願いします。 

969 6292 

会津美里町字新布才地１番地 

2  9  2 

090   1234  5678 

 

 〇  4  1 

1    2     3    4     5    6     7    8     9     0    1    2 

マイナンバーを

記入してくださ

い。                 

ご不明の場合は

お調べすること

が可能です。 

美里 
9    6     9 

〇〇支店 7 6 5 4 3 2 1 ミサト タロウ 

提出日を記入してください。 

父母のうち、生計維持率（所得）の  

高いかたが請求者となります。 

なお、所得に差がない場合には健康

保険証の扶養や税法上の扶養なども

考慮されます。 

美里  花子 

みさと    はなこ 

あてはまるものに〇をつけてください。 

ア．「被用者」：厚生年金加入者 

社会保険加入者や、国保組合であっても厚生年金に加入している方。  

ウ．「被用者でないもの」：国民年金加入者、または年金未加入者 

自営業などをされていて会津美里町の国民健康保険に加入されている

方。パートや専業主婦など、被用者に扶養されている方。無職の方。 

1 2 3 4 5  6 7 8 9 0 1     2 

美里 町子 子 

児童手当の受取希望口座を記入してください。（請求者本人の口座に限ります。） 

〇 3   25 請求者に同じ 

児童と同居している方は「同」に〇をつけ

てください。             

児童と別居している方は「別」に〇をつけ

てください。その際、「別居監護申立書」

の提出が必要となります。 

請求者が児童の父母の場合で、生計を同じくして

いれば「同一」に〇をつけます。 

請求者が児童の父母以外の場合、児童の生活費の

大半を支出していれば「維持」に〇をつけてくだ

さい。 

どちらかに〇をつけてください。          

児童の日常生活に必要な衣食住などの面倒を見て

おり、保護を行っていれば「有」となります。 

～記入例～ 

上欄の住所と異なる方は、                  

会津美里町での支給開始月が５月までの場合には前年の住所、６月

以降の場合には本年（１月１日時点）の住所を記入してください。 

児童の欄には 18歳に達

した後最初の 3/31を迎

えるまでの子どもについ

ても記入してください。 



 


